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(57)【要約】
【課題】収納空間の効率的な利用を実現するための収納
空間構造を提供する。
【解決手段】　開口部を有する正面部２と、左右の側壁
部３，４と、左右の側壁部３，４を連設する背面部５に
より四周の壁面を構成される平面視矩形の収納空間６に
おいて、いずれか一方の側の側壁部３，４に沿って係止
体１６，２６が設けられ、係止体１６，２６が備えられ
た側に折り畳まれる折り畳み式の扉４２が、正面部２に
備えられている。なお、係止体１６がハンガーパイプで
あるとよい。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する正面部と、左右の側壁部と、該左右の側壁部を連設する背面部により四
周の壁面を構成される平面視矩形の収納空間において、
　いずれか一方の側の側壁部に沿って係止体が設けられ、
該係止体が備えられた側に折り畳まれる折り畳み式の扉が、正面部に備えられた記載の収
納空間構造。
【請求項２】
　前記係止体がハンガーパイプである請求項１に記載の収納空間構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、効率的な収納を行うことができる収納空間に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、収納空間内の壁面に、ハンガーパイプや棚板を係止する係止片を、任意の高
さ位置に取り付けることができるレール材を設け、収納する物品に合わせて、係止片の取
り付け高さを変更し、ハンガーパイプや棚板の取り付け高さを自由に変更できる収納空間
構造は提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２６１５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような収納空間構造では、ハンガーパイプや棚板の高さ位置や個数を使用
者の希望により選択することはできるが、収納空間内を効率的に利用できているとはいい
難かった。
【０００５】
　特に、効率的な収納空間の使い方についてノウハウのない一般的な使用者にとっては、
この問題は顕著であった。
【０００６】
　本発明は、以上のような問題点に鑑み、収納空間の効率的な利用を実現するための収納
空間構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　上記の課題は、開口部を有する正面部と、左右の側壁部と、該左右の側壁部を連設す
る背面部により四周の壁面を構成される平面視矩形の収納空間において、
　いずれか一方の側の側壁部に沿って係止体が設けられ、
該係止体が備えられた側に折り畳まれる折り畳み式の扉が、正面部に備えられた記載の収
納空間構造により解決される。また、前記係止体がハンガーパイプであるとよい。
【０００８】
　この収納空間構造では、収納空間のいずれか一方の側の側壁部に沿って係止体が設けら
れ、係止体が設けられた側壁部側に、折り畳まれる折り畳み式の扉が備えられているので
、折り畳み式扉が開けられたとき、折り畳まれた折り畳み式扉の裏側というデッドスペー
スとなりがちな収納空間内の空間を収納スペースとして有効に利用することができる。な
お、ここで係止体とは、収納物を収納するための部品であり、例えば、ハンガーパイプや
棚板などである。特に、係止体がハンガーパイプである場合には、折り畳まれた折り畳み
式扉の裏側という狭小なスペースであっても有効に活用することができる。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明は以上のとおりであるから、収納空間の効率的な利用を実現するための収納空間
構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態である収納空間構造であって、図（イ）は断面平面図、図（ロ
）は、図（イ）の一部Ａ－Ａ線断面図、図（ハ）は、レール材を示す斜視図である。
【図２】図（イ）は、ハンガーパイプの取付構造を示すものであって、構成部品を分解し
て示す斜視図、図（ロ）は、棚板の取付構造を示すものであって、構成部品を分解して示
す斜視図である。
【図３】図（イ）は、収納空間にハンガーパイプを取り付け、折り畳み式扉を開いた状態
を示す断面平面図、図（ロ）は、収納空間に棚板を取り付け、折り畳み式扉を開いた状態
を示す断面平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
　図１に示す本発明の実施形態である収納空間構造１において、２は全面が開口している
正面部、３，４はそれぞれ左右の側壁部、５は背面部であり、背面部５により左右の側壁
部は連設され、正面部２、側壁部３，４、背面部５により、この収納空間構造１は、平面
視コの字型の収納空間６を形成している。
【００１３】
　側壁部３，４及び背面部５は、たとえば、木製の下地桟にプラスターボードをビスで固
定し、表面の仕上げにクロスを貼り付けて構成されている。収納空間６の寸法は、ここで
は、幅寸法、奥行寸法ともに、壁芯で９１０ｍｍとなっており、下地桟、プラスターボー
ドの厚みを除いた内寸法は８２１ｍｍとなっている。
【００１４】
　７，８，９，１０はそれぞれ、右の側壁部４にそれぞれ、壁面に対して垂直に取り付け
られるレール材であって、図１（ハ）に示すように、長尺方向にそって複数の孔１１‥が
設けられ、任意の孔１１‥に後述する係止片を取り付けることで、壁面の任意の高さ位置
に係止片を取り付けることができるようになされている。なお、レール材７，８，９，１
０に設けられる最上端の孔１１は、天井面より７０ｍｍ以上の間隔を確保して設けられて
いる。天井面より７０ｍｍ以上の間隔を確保しておくことで、後述するように係止片を介
してハンガーパイプを取り付けたときに、ハンガーパイプの上側に隙間が確保され、ハン
ガーパイプに対するハンガーの引っ掛け、取り外し動作の容易さ、及び上部空間での空気
の流れを確保することができる。
【００１５】
　７は、第１のレール材であり、右の側壁部４に、側壁部４の背面部５と接する端部より
５０～１００ｍｍの位置に、壁面に垂直に備えられている。
【００１６】
　８は、第２のレール材であり、右の側壁部４に、第１のレール材７より正面部２側に３
５０～４５０ｍｍの間隔をあけて備えられている。
【００１７】
　９は、第３のレール材であり、右の側壁部４に、第２のレール材８より背面部５側に２
０～１００ｍｍの間隔をあけて備えられている。
【００１８】
　１０は、第４のレール材であり、右の側壁部４に、第３のレール材９より正面部２側に
３５０～４５０ｍｍの間隔をあけて備えられている。
【００１９】
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　図２（イ）示すように、レール材７，８，９，１０に設けられた孔１１‥にハンガーパ
イプ取付用係止片１２を取り付け、係止片１２を介して、円筒型のハンガーパイプ１６が
、側壁部４の任意のレール材間に渡すように取り付けられる。
【００２０】
　ハンガーパイプ取付用係止片１２は、レール材７，８，９，１０に当接する当接面を有
する当接部１３と、当接部から突設し、レール材７，８，９，１０の孔１１‥に差込み、
ハンガーパイプ取付用係止片１２を固定する鉤型の係止部１４と、当接部１３の係止部１
４が突設する側とは反対側に設けられ、側壁部に沿うようにハンガーパイプ１６の端部を
支承する断面半円型の受け部１５とからなる。
【００２１】
　図２（ロ）に示すように、棚板２６は、側壁部に沿って取り付けられる矩形の平板材か
らなり、側壁部に沿う幅寸法は、収納空間６の任意のレール材間を渡す長さとなっており
、奥行き寸法は、任意の寸法、ここでは、２００～４００ｍｍの長さとなっている。そし
て、任意のレール材に取り付けられた棚板取付用Ｌ型係止片２９，２９を介して、任意の
レール材間を渡すように取り付けられている。
【００２２】
　棚板２６の裏面２７の左右両端部側には、棚板取付用Ｌ型係止片２９に係止するための
止付部２８としての孔が、左右２箇所ずつ設けられている。なお、左右それぞれの止付部
２８間の寸法は、取り付けるレール材間の距離にあわせられている。
【００２３】
　棚板取付用Ｌ型係止片２９には、Ｌ型に屈曲しており、Ｌ型の一方の片には、レール材
の孔１１に差し込み、棚板取付用Ｌ型係止片２９を固定する鉤型の係止部３０，３０が備
えられ、もう一方の片には、棚板２６の止付部２８に係止する円筒型の突起部３１，３１
が２つ備えられている。
【００２４】
　この収納空間構造１では、各レール材７，８，９，１０の孔１１‥の任意の高さ位置に
係止片１２，２９を取り付け、係止片１２，２９を介して、ハンガーパイプ１６や棚板２
６を取り付けることで収納空間６内をさまざまなバリエーションを持つ収納に変化させる
ことができる。
【００２５】
　つまり、図３に示すように、第１のレール材７と第４のレール材１０に渡すようにハン
ガーパイプ１６や棚板２６を取り付けてもよいし、第２のレール材８と第４のレール材１
０に渡すようにハンガーパイプ１６や棚板２６を取り付けてもよい。また、高さ方向に位
置を異ならせて複数のハンガーパイプ１６や棚板２６を取り付けてもよい。
【００２６】
　図１（イ）、図３に示すように、収納空間構造１では、全面が開口している正面部２に
、右側の側壁部４側に折り畳まれる折り畳み式扉４２が、正面部に備えられている。ここ
では、折り畳み式扉４２は、２枚の戸板４３，４３からなり、２枚の戸板４３，４３は上
下方向に複数の配置されるヒンジ４４・・により折り畳み可能に連結されている。また、
右側の側壁部４と折り畳み式扉４２も、上下方向に複数の配置されるヒンジ４５・・より
折り畳み可能に連結されている。
【００２７】
　この収納空間構造１では、ハンガーパイプ１６や棚板２６が取り付けられた右側の側壁
部４側に、折り畳まれる折り畳み式の扉が備えられているので、折り畳み式扉４２が開け
られたとき、折り畳まれた折り畳み式扉４２の裏側というデッドスペースとなりがちな収
納空間内の空間をハンガーパイプ１６や棚板２６の設置箇所として有効に利用することが
できる。
【００２８】
　以上に、本発明の実施形態を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、発明思
想を逸脱しない範囲で各種の変更が可能である。例えば、上記の実施形態では、レール材
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る場合について示したが、レール材が左側の側壁部に備えられ、左側の側壁部側に折り畳
まれる折り畳み式扉が備えられていてもよいのはいうまでもない。
【００２９】
　また、上記の実施形態では、左右の側壁部にレール材が突設して備えられている場合に
ついて示したが、レール材は側壁部に埋め込まれて備えられていてもよいのはいうまでも
なく、レール材の形状に制限はなく、状況にあわせて任意に選択されてよいのはいうまで
もない。
【００３０】
　また、上記実施形態では、レール材に係止片が取り付けられ、係止片を介して、棚板が
取り付けられている場合について示したが、係止片は必ずしも独立した部材である必要は
なく、棚板の一部としてその機能を発揮するものであってもよいのはいうまでもない。さ
らに、係止片の形状にも制限はなく、機能やデザインなどを考慮して任意に選択されれば
よい。
【００３１】
　また、上記の実施形態では、いわゆる日本の住宅の一般的な規格寸法の１モジュール角
である、およそ壁芯で９００～１０００ｍｍ角の収納空間に適用した場合について示した
が、本発明は、この寸法に制限されることなく、異なる形状の収納空間に適用することが
できるのはいうまでもない。
【符号の説明】
【００３２】
　１・・・収納空間構造
　２・・・正面部
　３・・・側壁部（左）
　４・・・側壁部（右）
　５・・・背面部
　６・・・収納空間
　７・・・第１のレール材
　８・・・第２のレール材
　９・・・第３のレール材
　１０・・・第４のレール材
　１１・・・孔
　１２・・・ハンガーパイプ取付用係止片
　１６・・・ハンガーパイプ
　２６・・・棚板
　２９・・・棚板取付用係止片
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